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２ 県立病院及び介護老人保健施設 
 
 
（１）須坂病院 
 

【理 念】 

 

「私たちは、患者中心の医療を実践し、県民から信頼される病院を目指します。」 

 

 

【基本方針】 

 

１ 「患者の権利」を尊重し、全人的医療に努めます。 

２ チーム医療のもと、医療の質の向上と安心で安全な医療に努めます。 

３ 医療・保健・福祉機関と連携し、地域医療の充実に努めます。 

４ 救急及び災害医療体制の充実に努めます。 

５ 県の感染症対策拠点病院としての機能を充実させます。 

６ 県の医療を担う人材の育成と支援に努めます。 

７ 県民に開かれた病院づくりと健全な経営に努めます。 

 

 

【総 括】 

 

  須坂病院は、患者中心の医療を理念として、須高地域の中核病院としての役割を果たしています。

22 の診療科のほか、病理・臨床検査科、海外渡航者外来、女性専用外来、禁煙外来や総合診療部、

在宅診療部、健康管理センターを設けています。加えて、感染症対策拠点病院（感染症・結核）や

エイズ治療中核拠点病院としての機能も充実しています。 

 

（医療機能の向上） 

  平成 22 年は、「TIME ：時」（ T ：Team（チーム）、I ：Independence（自立）、M ：Mind（心、

気遣い）、E ：Effort（努力））をスローガンに掲げ、院長の強力なリーダーシップのもと、職員一

人ひとりがチーム医療の実践者として自立できるよう、知恵を出し合いながら共に努力していくこ

とを目標としました。 

 

県立病院機構の発足と同時に、内科医師を 10名から 14名に、産婦人科医師を４名から６名に増

員したことにより医療サービスが向上しました。また、内視鏡センターを設置し、がん診療機能の

充実を図りました。 

長野県の地域医療を担う医療スタッフの養成のため、機構本部の研修センターが病院内に設置さ

れましたので、積極的に研修に参加し、職員の知識・技術の向上に取り組みました。 

 

10月からは、平日の午後６時から午後７時 30 分まで、内科の疾患を中心に診療する「夕暮れ総

合診療」を、また第２、第４日曜日の午前９時から午後１時まで「日曜眼科救急診療」を開設し

地域の医療需要に応えました。 

利用者の皆様にご不便をお掛けしていた駐車場については、第２駐車場を拡張し利便性の向上

を図ったところです。 

 

（経営面における取組） 

病院経営についての調査・分析を行う経営企画室を設置し、より積極的な病院経営改善の推進

を図るとともに、病院職員が一丸となって年度目標達成に向け取り組むことができるように、経

営指標や運営会議等の改善を行いました。 
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その結果、各部門の責任者が広く参加する運営会議では、経営に関する議論が活発化するとと

もに、有志（医師）による「よくわかる経営分析」の定期的な説明がなされるようになりました。 

また、ＤＰＣの機能評価係数において新たに６つの部門で加算を取得できたとともに、全部署

を対象に年２回の棚卸しを実施したり、納入業者との価格削減交渉を継続的に行うことで、材料

費等の増加抑制を図ったことで経営にプラスの効果をもたらしました。 

 

なお、看護師・助産師募集のために、かつての県機関当時には考えられなかったような、思い

切った広告（テレビＣＭや電車の中づりなど）の実施が、独立行政法人化に対する住民の期待を

高める役割を果たし、患者の増加につながったと考えられます。 

 

電子カルテの導入については、平成 23年５月の稼働開始に向けて、導入検討－契約－整備－研

修と、一連の作業を進めました。さらなる医療サービスの向上と標準化、そしてより安全な医療

の提供を目指し、円滑で安定的な運用ができるよう、職員一丸となって取り組んでまいります。 

 

（地域への貢献及び連携） 

地域の医療を支えるため、在宅診療部において訪問診療、訪問看護を、リハビリテーション科

において訪問リハビリを実施しています。また、10月から新たに仕事や学校からの帰宅時間に内

科の病気を中心に通常診療を行う「夕暮れ総合診療」や、第２、第４日曜日に「日曜眼科救急診

療」を始め、地域の皆さんに利用していただいています。 

 

地域住民のご意見、ご要望をお聞きするため病院運営協議会を２回開催したほか、新たに病院

モニター制度を創設しました。８名の地域住民の方にモニターを委嘱し、院長をはじめ病院職員

と意見交換を２回行いました。いただいたご意見は運営会議で周知するとともに、ただちに改善

すべき点は対応策を検討し実行に移しました。 

 

当院を地域の皆さんに知っていただくための病院祭は、平成 22年も須坂市の須坂健康まつりと

共同開催し、2,500名のご来場をいただきました。また当院の医師や看護師が地域へ出向いて要望

のあったテーマについて説明を行う出前講座を 42回実施しました。 

地元の須高ケーブルテレビにご協力いただき当院の休診情報を文字放送で放映していただいて

います。また、須坂市のご協力をいただき「須坂病院だより」を全戸配布していただいたほか、

毎月須坂市の広報誌に須坂病院の情報を掲載させていただいています。 

 

（今後取り組むべき事項） 

様々な運営主体が経営する総合病院が競合関係にある北信地域においては、自らの病院に求 

められている機能や役割を的確に判断し、円滑かつ効率的に提供していくことが重要です。 

今後は、平成 22年度に設置した経営企画室や診療情報管理士、新たに直営化予定の医事部門を

有機的に活用し、地域の現状と将来を的確に分析することにより、当病院のポジショニングを踏

まえた経営戦略を立案していくことが重要であると認識しています。 

 

かつての行政機関であった際に対応に出遅れた「７：１看護体制」を早期に取得し、患者さん

に今まで以上の良質で充実した看護を提供できる体制を整えるために、引き続き、県内外の看護

師養成学校への訪問等を行うとともに、テレビコマーシャルなどの広報活動の充実など看護師確

保対策に取り組んでまいります。 
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【業務実績の概要】 

〈経営指標〉  

項 目 区分 実績 前年度 対前年度比 年度目標 対目標比 

延患者数 

入 院 87,606人 86,052 人 101.8％ 92,460 人 94.8％ 

外 来 138,254人 128,406人 107.7％ 152,695人 90.5％ 

合 計 225,860人 214,458人 105.3％ 245,155人 92.1％ 

コメント 

年度後半においてベッドコントロールを徹底した結果、平均在院

日数が短縮し、新入院患者の増加につながりました。 

医師が６人増えたほか、看護師・助産師募集のためのテレビコマ

ーシャルや雑誌、電車の中吊り等の積極的な広報活動が、須坂病院

を周知する役割を果たし、外来患者の増加につながったと思われま

す。 

１人１日 

当たり 

診療単価 

入 院 40,070円 35,810 円 111.9％ 36,188 円 110.7％ 

外 来 9,515円 9,654 円 98.6％ 8,600 円 110.6％ 

コメント 

平成 21年７月からＤＰＣを導入しましたが、平成 22 年４月及び

８月に、新たな機能評価係数、調整係数を取得したことが、入院診

療単価の上昇につながりました。 

医業収益 

入 院 
3,510,351 

千円 

3,081,503 

千円 
113.9％ 

3,345,938 

千円 
104.9％ 

外 来 
1,315,445 

千円 

1,239,608 

千円 
106.1％ 

1,312,443 

千円 
100.2％ 

合 計 
4,825,796 

千円 

4,321,111 

千円 
111.7％ 

4,658,381 

千円 
103.6％ 

コメント 

ＤＰＣにおける新たな機能評価係数、調整係数の取得に加え、年

度後半のベッドコントロールの徹底により新入院患者数が増加し

たことで入院医業収益が増加しました。 

看護師・助産師募集のためのテレビコマーシャルや雑誌等への積

極的な広報活動が須坂病院を周知する役割を果たし、外来患者が増

え、外来医業収益の増加につながったと思われます。 

平均在院 

日数 

 14.4日 16.6 日 － － － 

コメント 
年度後半においてベッドコントロールを徹底した結果、平均在院日 

数が短縮しました。（結核病床除き） 

病床利用率 

 73.0％ 72.4％  77.0％  

コメント 

年度後半においてベッドコントロールを徹底しながら、積極的に入

院患者を受け入れたことで、病床利用率が上昇しました。 

（結核病床除き） 

患者数の増加や、ＤＰＣの医療機関別係数のアップ、積極的なベッドコントロール等により、

医業収益は入院、外来ともに前年度及び年度目標を上回りました。 

 

 

【特記事項】 

（ア）地域医療、高度・専門医療の提供 

  ・ 内視鏡センターを４月に開設するとともに、夕暮れ総合診療、日曜眼科救急診療を 10 

月から開始し、地域の中核病院として診療機能の充実を図りました。 

      内視鏡検査件数  5,217 件（前年度：4,261 件） 

      夕暮れ総合診療    337名 

      日曜眼科救急診療   19名 
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  ・ 長野県北部地震の被災地医療支援として平成 23年３月 13日から３月 18 日までの間、 

   ２班（医師３名、看護師５名、事務２名）を派遣しました。 

  ・ 東日本大震災に係る長野県医療救護班として、平成 23年３月 26日から３月 31 日まで 

の間に、宮城県石巻市へ２班（医師２名、看護師４名、薬剤師１名、事務２名）を派遣し 

ました。 

 

（イ）５病院のネットワークを活用した医療の提供及び地域医療への貢献 

  ・ こども病院と連携し、「小児発達外来」を開始し、延べ 27人の診療を行いました。 

  ・  平成 23年５月の電子カルテ導入に向けて、業者選定から職員研修までの一連の作業を 

   進めました。 

 

（ウ）安全・安心な医療の提供 

  ・ 病院モニターを地域の方８名に委嘱し、様々な提言をいただいています。 

  ・ モニター会議を年２回開催しました。モニターからは建設的な提言をいただき、直ちに 

これを病院各部署にフィードバックし、業務改善を図りました。 

 

（エ）人材の育成・確保 

    ・ 看護師確保のためにテレビＣＭをはじめとする思い切った広報活動を行いました。 

・ 県内外の学校訪問やテレビコマーシャルの放映等、きめ細やかな広報活動を行い７名  

 の看護師を新たに採用することができました。 

 

（オ）医療に関する調査研究 

  ・ 当病院の持つ機能、特長を新薬の製造に活かすため、治験を積極的に行いました。 

（治験件数６件（対前年度＋２件）） 

 

（カ）業務運営の改善・効率化 

   ・ 病院経営や医師事務に精通した診療情報管理士２名を採用し、ＤＰＣ分析などを行い 

    経営の改善に努めました。 

・ 経営企画室を設置し、専門的な知識を有する診療情報管理士が、データ等を分析評価 

しました。また、各種会議等で情報共有を行うことにより、診療単価の改善が図られま 

した。 
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（２）こころの医療センター駒ヶ根 

 

【理 念】 

 

１ 私たちは、質の高い専門医療の提供に努めます。 

２ 私たちは、患者さまの人権を尊重し、信頼される医療サービスを提供します。 

３ 私たちは、明るく思いやりのある病院づくりに努めます。 

 

 

【基本方針】 

 

１ 患者さまの人権を擁護し、安心できる看護を目指します。 

２ 一人一人の患者さまの理解を深め、個別性を重視した看護を提供します。 

３ より質の高い看護を提供するため、積極的に研修や研究に取り組み、専門職として必要な知 

識や技術の習得に努めます。 

４ 関係機関と連携をとりながら、地域で安心して生活できるよう支援します。 

５ 急性期から回復期、リハビリテーションへとその時期に応じた看護を提供します。 

 

 

【総 括】 

 

 当院は、県立の精神科単科の病院として開設された病院であり、常に患者さまの立場を尊重し

ながら、医療面においては、新しい医療にも即応した先進的な研究を不断に実践しつつ、社会復

帰に繋げる治療活動に力を注ぐとともに、病棟の開放化など先験的な取り組みを進めてきました。 

 

（医療機能の向上） 

  平成 19年３月に、県立駒ヶ根病院改築マスタープラン作成委員会から「県立駒ヶ根病院改築

に関する提言」がなされ、救急・急性期医療の実施、アルコール・薬物依存症の専門医療体制の

整備、地域ネットワーク部門の新設、児童思春期病床の整備、精神保健指定医の養成などが、新

病院で担うべき機能とされました。これに基づき、同年 12月に県議会において地質調査、基本

設計等に係る補正予算案が可決、改築に向けた事業が着手されました。 

  平成 21年３月に、実施設計及び第１期建設工事予算案が県議会で可決されたことを受け、平

成 21年 10月に改築工事が着手され、平成 22年 12 月には本館棟が完成となりました。 

平成 23 年１月 15日に本館棟竣工式及び内覧会が行われ、同年１月 24日からは新病院におけ

る診療がスタートしました。このスタートに併せて、病院の名称も、県民からの公募により「こ

ころの医療センター駒ヶ根」と改めました。 

 

新病院においては、上記提言を受ける形で、救急・急性期医療の強化、アルコール・薬物依存

などの専門的医療の充実、児童思春期病棟の新設、医療観察法病床の拡充が図られました。 

同年２月１日からは、併設されている精神科救急情報センターの電話担当窓口を 24時間化す

るとともに、県の精神科救急医療整備事業における常時対応型施設の指定を受けることとなりま

した。 

これらに伴い、独立行政法人制度の利点を活かし、新しい病院施設や医療機能に必要となる職

員の配置を積極的に行い診療体制の充実に努めました。（作業療法士２名、臨床心理士３名、精

神保健福祉士３名をそれぞれ増員） 
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（経営面における取組） 

 新しい施設や医療機能に相応しい職員体制の整備に努め、施設基準の取得に積極的に取り組ん

だ結果、精神科救急入院料１のほか、重度アルコール依存症入院医療管理加算、看護補助加算１、

療養環境加算など算定を開始することができ、医業収益の増加にも繋がりました。 

 

 新病院のオープンのために整備を予定していた初度備品については、適切かつ公正な競争入札

等を行った結果、購入経費の節減に繋げることができました。 

 

病院のＩＴ化の核となるオーダリング及び電子カルテの導入については、院内各部門の意見を

踏まえた詳細な仕様書を作成した上で納入業者決定のための入札を行い、平成 22年 12月に業者

が決定し、平成 23年 3 月までにシステムの一部を稼働させることができました。現在、各ワー

キンググループが立ち上がり、平成 23年 12月の本格稼働に向けて準備を進めています。 

 

（地域への貢献及び連携） 

これまで定期的に開催されている病院運営協議会などを通じて、地域の意見・要望などの取り

入れ、協力関係の強化や情報の共有を図ることができました。 

また、患者さまの早期治療、早期退院を進めるなかで必要とされる、訪問看護、精神科デイケ

アなどへの理解を深めてもらい、活用促進などを図るため、地域の保健・医療・福祉の各関連団

体などとの情報共有を進めるとともに積極的な情報発信などにも努めています。 

 

（今後取り組むべき事項） 

 新病院の開設により、ハード面における病院機能の強化が達成されたことから、今後は、精神

科医療分野におけるソフト面での機能の強化・充実を図ってゆく必要があります。 

精神科救急医療や、児童思春期、依存症、医療観察法の各専門医療について、関係機関との連

携を一層密にし、必要な人材の確保・育成などに努めるとともに、精神科救急医療整備事業の常

時対応施設として本県の精神科医療を支えるべく、医療の質の向上を図ってまいります。 

 

オーダリング及び電子カルテシステムについては、平成 23年 12月に予定されている病院の第

２期工事の竣工に併せ、同時期に本格稼働させるべく病院職員が一丸となって取り組んでまいり

ます。 
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【業務実績の概要】 

〈経営指標〉 

 区分 実績 前年度 対前年度比 年度目標 対目標比 

延患者数 

入 院 38,108人 45,643 人 83.5％ 38,300 人 99.5％ 

外 来 30,882人 28,471 人 108.5％ 28,900 人 106.9％ 

合 計 68,990人 74,114 人 93.1％ 67,200 人 102.7％ 

コメント 

新病院への移行に伴い、病床数が旧病院の運用病床数 181床から

129 床に減尐したことなどにより入院患者数は減尐し、外来患者数

は、入院から通院への切り替えが進んだことや、新病院のオープン

効果に伴う新規患者の増加などにより前年度を上回りました。 

１人１日 

当たり 

診療単価 

入 院 17,380円 15,288 円 113.7％ 17,513 円 99.2％ 

外 来 10,944円 10,718 円 102.1％ 9,930 円 110.2％ 

コメント 

 入院単価は、平成 23 年１月から精神科救急入院料１を算定する

こととなった他、各種の加算を新たに算定したために増加となりま

した。外来単価は、新規患者の増加に伴う検査費用の算定増などに

より前年度をやや上回る結果となりました。 

医業収益 

入 院 
662,307 

千円 

697,801 

千円 
94.9％ 

670,740 

千円 
98.7％ 

外 来 
337,988 

千円 

305,142 

千円 
110.8％ 

286,934 

千円 
117.8％ 

合 計 
1,000,295 

千円 

1,002,943 

千円 
99.7％ 

957,674 

千円 
104.5％ 

コメント 

入院収益は前年度を下回ったが、これは、入院単価は増加したも

のの、病床数の削減に伴い、主に長期入院患者の退院促進などによ

り患者数が減尐したためです。 

外来収益は患者数の増加に比例する形で前年度を上回りました。 

平均在院 

日数 

 78.2日 98.4 日 － － － 

コメント 

新病院への移転に伴い、主に長期入院者の退院促進を進め、入院

患者数の削減に努めたことにより、前年度に比べて短縮することが

できました。 

病床利用率 

 66.7％ 53.2％  80.0％  

コメント 

新病院移転後の病床利用率は、依存症病棟においては、移転前の

入院制限の影響で、移転直後の率が低かったこと、児童思春期病棟

においては、専門の医師が不在であり移転後しばらくの間入院患者

がなかったことなどにより、目標数値には達しませんでした。 

※新病院移転後 

 

 

【特記事項】 

 

（ア） 地域医療、高度・専門医療の提供 

・ 精神科救急医療機関として、平成 23年２月に常時対応施設の指定を受け、24時間体 

制での救急患者の受け入れを行っており、受け入れ人数は増加傾向にあります。 

・ 「児童思春期病棟」を開設（平成 23 年１月）し同病棟における専門診療を開始すると

ともに、児童思春期の外来窓口を開設（同月）し、受入れ体制の充実を図りました。 

 

※ ※ 
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・ 「薬物アルコール依存症看護」の認定看護師１名を育成することができ、薬物依存症の

専門医療体制を充実することができました。 

・ 平成 23 年２月から「精神科救急情報センター」の開設時間を延長し、相談体制を充実

しました。 

・ 平成 23 年１月から医療観察法ユニット（６床）を開設し、順次対象者の受け入れ及び

治療を実施しています。 

 

（イ）５病院のネットワークを活用した医療の提供及び地域医療への貢献 

・ 導入予定の電子カルテシステムについては、SS-MIX サーバを併せて導入することで県

立５病院間を始めとした病院間などの将来的な連携強化に対応するシステム構成となる

予定であり、現在、準備を進めています。 

 

（ウ）安全・安心な医療の提供 

・ より安心で信頼できる医療の提供の一環として、医療安全管理体制、医療安全管理指針

の周知徹底を図りました。（通年） 

・ 電子化推進の一環として、平成 23年 12月にオーダリング及び電子カルテシステムの運

用開始を計画していますが、平成 23 年３月までに一部システムの先行導入が行われ、院

内での活用が始まりました。 

    ・ 平成 23年１月に「Ｘ線」及び「ＣＴ装置」の更新・整備を行いました。 

・ 新病院の開設に伴い「改築記念シンポジウム」を平成 23 年３月に開催したところ、医

療関係者や一般住民など多くの方々に参加いただき、医療機能の一層の向上などに寄与で

きました。 

 

（エ）人材の育成・確保 

・ 新病院の開設に向けて研修体制と医療従事者確保対策の充実を図ることができました。

（通年） 

・ 看護実習生などの受け入れを引き続き積極的に実施し人材の育成に向けて一定の役割を

果たすことができました。（通年） 

・ これまで不定期で発行してきた「地域連携室だより」については、院内に広報委員会を

立ち上げ、今後は病院の広報誌として位置づけ、情報発信を充実していくことになりまし

た。（平成 23年３月） 

 

（オ）医療に関する調査研究 

  （特記事項なし） 

 

（カ）業務運営の改善・効率化 

・ コスト意識を持った効率的な予算の編成と執行に努め、特に執行においては、経費削減

などの一定の成果がありました。（通年） 

・ 新病院への移転に向けて、効率的・弾力的な病床管理への取り組みを徹底しましたが、

長期入院患者に対しての一層の退院促進を図ることができ、円滑な移転にも繋げることが

できました。（通年） 

・ 診療報酬の改定などを踏まえた、新たな施設基準の届出及び算定などを複数行うことが 

でき、病院収入の増加に寄与することができました。（通年） 
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（３）阿南病院・阿南介護老人保健施設   

 

【理 念】 

 

１ 私たちは、地域の中核病院として、質の高い適正な医療を提供します。 

２ 私たちは、患者さんの人権を尊重し、明るく、やさしさと思いやりのある医療を提供します。 

３ 私たちは、地域の保健・医療・福祉機関との連携のもと、地域に根ざした医療を提供します。 

 

 

【基本方針】 

 

１ 地域や生活活動における患者さんのクオリティを見極めた医療の実践に努めます。 

２ 交通事情や地域ニーズに合った巡回診療、訪問診療・看護・リハビリを行い利便性向上と医 

療提供に努めます。 

３ 認知症勉強会を地域の行政、施設職員を混じえて開催し、地域全体で高齢者を支えます。 

４ 下伊那南部地域唯一の病院として、年間を通して休日・夜間の受入をします。 

５ 地域唯一の病院として、予防活動・疾病の早期発見治癒に寄与できるように、スタッフの 

  確保、医療機器の整備に努めます。 

６ 患者（住民）と医師の関係構築のため公開による医療講演会を引き続き開催します。 

７ ｢人材確保｣のための医療機器整備、住宅改修をし、「人材育成」のために本部等主催の研修 

  参加、院内研修会を開催します。 

 

 

【総 括】 

当院の診療圏は、高齢化が進む長野県においても県下 10 圏域のうちで高齢化率が二番目に高

い飯伊地域であり、その中でも特に高齢化の進行が著しい天龍村、売木村、阿南町、泰阜村（飯

田市となった上村、南信濃村を除く）を抱えており、医療と福祉の連携が最も重要な地域です。 

このため当院の果たすべき役割としては、下伊那南部地域唯一の中核病院として、初期医療及

び二次医療を提供するとともに、年間を通じて救急告示を担うことであると認識しています。 

また、超高齢化に対応する在宅医療（訪問医療・看護、訪問リハビリ）の充実や検診業務に加

え、へき地医療確保のため無医２地区への巡回診療を隔週に行うなど、地域住民により密着した

医療の充実が求められています。加えて、病院と在宅の間に位置づけられる中間福祉施設として

介護老人保健施設の運営は、益々重要なものとなってきています。 

交通の利便性などの点からしても地理的に不利な地域であるが故に、医師確保が思うにまかせ

ず、医療の提供のみならず経営的にも極めて厳しい状況下にあるため、平成 22 年度は、非常勤

医師の確保や経費の節減に留意しました。 

 

（医療機能の向上） 

 当診療圏に多い認知症患者等に適切な医療が提供できるよう、精神科外来の非常勤医の確保を

図り、平成 22年 10月から毎週２日の診療日を設定することができました。 

 また、同年７月より毎月１回、信州大学附属病院救急科から医師１名の派遣をいただき、１当

直と翌日の外来診療を確保し、救急医療対応の充実を図ることができました。なお、平成 23年

度からは、毎月２回への拡大の見通しも立ちました。 

 

 超高齢化に対応する在宅医療のニーズに対応すべく、訪問医療・訪問看護、訪問リハビリの充

実を図りました。特に訪問リハビリでは、平成 22 年４月から理学療法士を１名増員し、活動時

間も従来の半日から１日に拡大したことにより、訪問件数・収益ともに前年度に比べ２倍に増加

させることができました。（件数：891→1,749件） 
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介護老人保健施設においても、平成 22年４月から理学療法士を１名増員するとともに、これ 

に伴う介護スタッフを増強し、通所リハビリの定員を５名から１０名に拡大することができまし

た。また、管理栄養士を配置することにより、高齢者の栄養状態の悪い方に個別の栄養マネジメ

ントが行えるようになりました。 

 

一層の患者サービスの向上を図るために、がん検診用の超音波診断装置、経鼻内視鏡、身長・ 

体重・ＭＢＩ測定装置、眼科スぺキュラーマイクロ測定装置の購入等、当地域に必要と考えられ

る医療機器の整備を行いました。更に、木曽病院と連携を図り既存機器をアップグレードする形

で、ＭＲＩを更新し増強（0.4テスラを 1.5 テスラへ）しました。 

 

本館棟改築工事については、耐震化工事の基本設計、実施設計を経て、平成 23 年３月には施 

工業者の選定を終了しました。地元下伊那南部保健医療協議会や、地主、地元区の皆さんへの説

明会も実施し、理解を得ています。 

 

（経営面における取組） 

 精神科病棟休止（平成 22 年３月）による収益の減尐に対処すべく、給食業務等（給食、ボイ

ラー、庁舎管理、運転業務）の外部委託の実施や、医薬品や診療材料の単価引下げ、ジェネリッ

ク医薬品の採用の拡大などの努力により、経費の節減に努めました。 

  

 平成 22年度診療報酬新施設基準等への対応も積極的に行い、救急医療管理加算、医師事務作

業補助加算、運動器リハビリテーションⅡなどの新たな算定を開始することができました。 

職員満足度を高め、人材確保を図るために、医師・職員住宅の改修、独身寮の改修工事を進め 

ました。旧看護師宿舎については平成 23 年３月に改修が完了し、看護師の入居必要数を確保し

たうえで医療技術者等も入居することができました。 

 

（地域への貢献及び連携） 

 当地域の医療事情の一つには、周辺町村の診療所医師の高齢化と交代の問題があります。平成 

22 年８月末には旧南信濃村和田の医院が閉鎖したため、当院では同地区の特別養護老人ホーム 

への嘱託医師の派遣件数を増やす（本年度２件：遠山荘・やすおか荘）などの対応・支援を行い、 

地域の医療供給体制の維持に貢献しました。 

また、本年度も継続して２つの無医地区に対し、定期的に医師・看護師・薬剤師等によるチー 

ムを派遣し、へき地巡回診療を実施しました。 

 平成 23年２月には、当院の地域連携室が窓口となって、地域診療所の看護師や、老人福祉施 

設等の関係者とともに「へき地看護研究会」を立ち上げ、看護技術の向上や連携の在り方等につ 

いて研究を開始しました。 

その他については、次のとおりです。 

・ かねてより当圏域での保健と医療の協議の場である下伊那南部保健医療協議会の構成員 

として参加し、病院の現状と対策を理解していただいています。 

・ 地元御供区との災害時の相互応援協定に基づき、夜間避難訓練（年１回）を開催しました。 

・ 地域に開かれた病院とするよう、病院祭を開催し、多くの地域住民や高校生の参加をいた 

だきました。 

・ 地域主催の各種駅伝への職員チーム等の参加、職員による地域へのバンド演奏奉仕活動、

院内での写真展示活動などを通じて、地域理解を得るとともに、地域コミュニティの形成に

参画しています。 

・２ヶ月に１回地域医師会と医局が打合せを行い、諸課題を検討するとともに、連携に努めて 

います。 
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（今後取り組むべき事項） 

地域的な困難性に加え、全国的な医師の偏在化傾向も加わり、総合病院として必要な医師を

恒常的に確保できていないことが大きな課題です。特に、外科医、整形外科医の安定確保は急

務です。平成 22年３月からの精神科病棟の休床は、医師不足に起因しています。 

毎年自治医科大学卒業医師を優先的に配置できるように、県にご配慮をお願いして、現在３

名の配置をいただいており、平成 23 年度からは、地域住民から要望が最も多かった外科医が

配置される予定です。今後は、県の医師修学資金貸与医師のへき地病院勤務を義務付けていた

だくことも必要なことと認識しており、安定した医師確保は今後も大きな課題です。 

  看護師の大半が 50歳代であることから、計画的に世代交代を図る必要があります。 

さらに、コメディカルなどプロパー職員の採用・育成は本部と打合せていく必要があります。 

 

改築に合わせて電子カルテを導入し、院内の情報共有と病院間をネットワーク化します。同

時に院外処方箋発行を実現し経費の効率化に努めます。 

 

  今後とも、周辺診療所が高齢化、交代などで不在となった場合には、町村と連携し、出来る

限りの応援をし地域医療に貢献してまいります。 

 

 

【業務実績の概要】 

〈経営指標〉 

１ 阿南病院 

項 目 区分 実績 前年度 対前年度比 年度目標 対目標比 

延患者数 

入 院 20,919人 26,233 人 79.7％ 23,391 人 89.4％ 

外 来 58,867人 63,365 人 92.9％ 62,030 人 94.9％ 

合 計 79,786人 89,598 人 89.0％ 85,421 人 93.4％ 

コメント 

平成 22 年 2 月末で休止した精神科病床の入院患者減により、対

前年度で入院患者数は減尐しました。外来患者数も季節性感染症が

尐なかったことから減尐しましたが、目標は、ほぼ達成しました。 

１人１日 

当たり 

診療単価 

入 院 25,434円 23,267 円 109.3％ 24,962 円 101.9％ 

外 来 9,637円 9,064 円 106.3％ 9,420 円 102.3％ 

コメント 

入院については新規の各種加算の取得により増加することがで

きました。外来も、再診料のアップやリハビリの体制強化による点

数アップにより前年度を上回りました。 

医業収益 

入 院 
532,051 

千円 

610,376 

千円 
87.2％ 

583,895 

千円 
91.1％ 

外 来 
567,299 

千円 

574,334 

千円 
98.8％ 

584,248 

千円 
97.1％ 

合 計 
1,099,350

千円 

1,184,710 

千円 
92.8％ 

1,168,143 

千円 
94.1％ 

コメント 

入院、外来とも患者数の減尐から、前年度を下回りました。入院

では精神科休床の影響を除いても 19,554 千円の減となりました。

これは重症者や手術の減尐が影響しています。 

平均在院 

日数 

 17.2日 17.5 日  21.0 日  

コメント 
脳梗塞や肺炎などで入院期間が短縮傾向を示し、平均在院日数は

前年度より若干短くなりました。        ※精神病床除き 

病床利用率 
 61.6％ 63.7％  68.0％  

コメント 精神科病床を除いた利用率で、前年度を下回りました。 

※ 
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２ 阿南介護老人保健施設 

項 目 区分 実績 前年度 対前年度比 年度目標 対目標比 

利用者数 

入所者 16,153人 16,348 人 98.8% 16,425 98.3% 

通所者 768人 919 人 83.6%  1,446 53.1% 

コメント 

入所については、90％の利用率を目標としているが、入所予定

者の特養など他施設への入所、病院への入院、死亡等により下回

りました。通所者についても、通所予定者の他施設への入所、病

院への入院、死亡等により前年度を下回ったものです。 

 

 

【特記事項】 

 

（ア）地域医療、高度・専門医療の提供 

・ へき地巡回診療を、阿南町和合２地区へ隔週実施し、地域医療の提供に努めました。 

（患者数 329人） 

・ 理学療法士を 1 人増員して訪問リハビリの充実を図りました。（1,749 件） 

・ 初期救急医療が確保できるよう、機構本部と連携して信州大学附属病院から当直兼外来

診療のため月 1回の医師派遣をいただくことができました。（平成 22 年７月から 9人） 

・ 地域診療所医師からの要請に応えて、当院医師を２週間で８日間医師派遣しました。 

・ 超音波診断装置を早期導入し、乳腺検査（質的診断）を可能としました。（ 39件） 

・ ＭＲＩ（磁気共鳴断層撮影装置）のグレードアップを平成 23年２月末に完了しました。  

                                              (0.4→1.5 ﾃｽﾗ) 

・ 東日本大震災では、医療救護班（医師１名、看護師２名、薬剤師１名、事務１名）を 

自主的に平成 23年３月末に派遣し医療活動を行いました。 

 

（イ）５病院のネットワークを活用した医療の提供及び地域医療への貢献 

  ・ 10月より天龍村が行うデイサービスのリハビリに参加し、地域医療に貢献しました。 

（６回 45人） 

  ・ 町村、施設職員を混じえた認知症勉強会を開催し、高齢者医療・福祉の向上に貢献しま 

   した。（５回 103 人） 

  ・ 近隣の高校に理学療法士を派遣し、福祉コースの授業に講師として参加し貢献しました。 

                                   （２回 36人） 

   

（ウ）安全・安心な医療の提供 

        ・ 電子カルテの導入に向けて電子カルテ導入委員会による検討や、先進地視察を行い 

ました。また、将来における院外処方箋の発行を決定しました。 

 

（エ）人材の育成・確保 

   ・ 医師は、常勤医を９名（うち女性医師は２名）確保しています。このうち自治医科大 

    学出身者は、県から３名の派遣をいただいています。 

   ・ 医師、医療従事者の住環境整備を積極的に行い、職員満足度を高めるよう取り組みま 

    した。(利用者がいなかった旧看護師宿舎を、賄い付宿舎にリフォームしました。） 

   ・ 医療クラークを１名採用し、医師の負担軽減を図りました。 

・ 看護師募集のチラシを新聞折込により配付したほか、看護学生修学資金貸与制度の創設 

により、２名の看護師を確保することができました。 

・ 中学、高等学校の職場体験実習及び飯田女子短大の看護実習生を受け入れました。                                       
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（オ）医療に関する調査研究 

   ・ 当院の内科医、整形外科医師による医療講演会（公開講座）を年３回開催（133 名出席） 

し、住民の皆さんの医療に対する関心の高さに応えることができました。また、この 

結果については、ホームページに掲載するとともに、一部は、阿南町のケーブルテレビ 

に放送していただくなど病院の情報発信に努めました。 

 

（カ）業務運営の改善・効率化 

  ・ ジェネリック医薬品を、新たに 20品目増やし、患者さんの選択肢を拡大することが 

できました。（計 97品目） 

・ 給食業務等の現業部門について、全面的に外部へ委託するなど、業務の効率化を推進 

しました。 
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（４）木曽病院・木曽介護老人保健施設   

 

【理 念】 

 

  「私達は、患者さんの立場にたって、信頼と満足が得られて、心のふれ合いのある医療サー

ビスを実践します。」 

 

 

【基本方針】 

 

 １ 木曽で唯一の病院として、いつでも安心してかかることができる地域に信頼される病院を

めざします。 

 ２ 人権を尊重し、十分な説明と同意（インフォームドコンセント）に基づいた医療サービス

を提供します。 

 ３ つねに新しい知識技術の習得に努め、地域に根ざした質の高い医療を提供します。とりわ

け、救急医療の充実に努めます。 

 ４ 町村や他の医療・保健・福祉関係機関と連携を強化して、地域の要望に応えられるよう努

めます。とりわけ、在宅医療を充実します。 

 ５ 清潔、快適で安らぎのある療養環境の整備改善に努めます。 

 ６ 人間性にあふれた、働きがいのある病院運営に努めます。 

 ７ 健全経営の維持に努めます。 

 

 

【総 括】 

 

  木曽病院は、木曽地域唯一の病院として、基本方針において、いつでも、だれでも安心して

かかることのできる地域完結型の病院をめざしています。救急については 24時間体制で、全

診療科がオンコール体制を敷いているほか、外傷や急性期から慢性期までの疾患、訪問診療、

検診と幅広く診療活動を行っています。 

  診療科は、内科以下 18科、病床数は一般病床 207 床、療養病床 48床、感染症病床４床、合

計 259床です。 

救急告示医療機関、災害拠点病院、へき地医療拠点病院等の指定を受けています。 

病院に併設する介護老人保健施設の定員は、入所 50人、通所 10人です。 

 

（医療機能の向上）  

 平成 22年度は、急性期医療においては、郡内唯一の病院としての使命を果たすため、救急

患者への対応のほか、高点数の手術を含め 981 件の手術（前年比 58 件増）を実施しました。

悪性腫瘍手術（肺、胃、乳腺、結腸など）、人工股関節置換術などが前年を上回っています。 

 

また、訪問診療事業においては、地域における在宅医療へのニーズに応えるため、訪問看

護師を１人増員し、訪問看護件数を 3,282 件（前年度比 638 件増）、訪問リハ件数を 1,073 件

（前年度比 119件増）実施しました。 

 

一方、慢性期医療においては、ＭＳＷ（医療福祉相談員）を 10月から１名増員し、退院支

援業務の充実を図り、地域完結型の病院として、質・量ともに高い医療水準を維持する活動

ができました。 
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リハビリテーションについては、作業療法士を１名配置したほか、リハビリテーション室

の拡充を行いました。さらに作業療法室では手の工芸などによる治療や日常の生活動作の指導

等を、言語聴覚訓練室では個別の部屋を設け、マンツーマンでの訓練ができるようになりました。 

 

医療機器については、ＭＲＩの更新を行い、従来診断に必要な画像の撮影ができなかった

乳房や下肢血管について、また、これまで撮影できなかった心臓についても撮影することが可能

となり、診断能力の向上を図りました。 

さらに、医療の標準化・効率化を図るため、平成 20 年度から準備病院として調査協力して

きたＤＰＣについて、平成 22年４月に対象病院に移行し、当院の疾病・患者動向等について

他の病院との比較などにより分析が行えるようになりました。 

 

当院の特色である森林セラピーについては、現在、上松町の赤沢自然休養林で実施してお

りますが、木曽地域全域で展開する“木曽路の森”セラピードッグを木曽郡内の町村と協力

して準備を進めております。 

 

（経営面における取組） 

ＤＰＣ対象病院に移行したことに伴い、後発医薬品への切り替えを促進するとともに、診

療の標準化を図るため、感染管理・褥瘡管理・緩和ケアなどの認定看護師によるケアの充実、

ＭＳＷ・がん相談支援センターの開設・薬剤指導・栄養指導・介護連携支援など多職種連携

によるチーム医療の充実を推進しています。 

 

医療材料や薬品に係る費用を削減するため、医療材料審査部会を毎月１回開催し、院内で

安価品への切り替えを推進するとともに、薬局と事務部が連携して薬品卸業者との価格交渉

を積極的に行いました。 

さらに給食業務等の現業部門について、平成 22年度から全面的に外部へ委託するなど、

業務の効率化を推進しています。 

 

（地域への貢献及び連携） 

地域において、当院の役割を的確に担うため、病院運営協議会及び患者モニター会議を開

催し、地域の皆様から病院運営に関しご意見をいただいているほか、郡内の保健福祉関係者

や消防署救急隊との連絡会議を定期的に開催しています。 

 

へき地医療拠点病院として、平成 18年度から実施している無医地区への巡回診療や出前

病院を継続して実施するとともに、木曽地域の医療水準の維持のため、医師会の開催など地

域診療所との連携を密にしています。 

 

また、災害拠点病院として、ＤＭＡＴを２チーム編成し、木曽地域の災害対策の拠点施設

としての機能の充実を図るほか、東日本大震災においては、地震発生後直ちに１チームを被

災地に派遣したほか、医療救護班の派遣も行いました。 

 

（今後取り組むべき事項） 

 当診療圏は、郡内人口の減尐及び高齢化の進行により、長期的な患者の減尐傾向及び高い

高齢化の傾向を示しています。これらに伴い、訪問診療、訪問看護、訪問リハビリなどの在

宅医療、訪問リハビリテーションに対するニーズは年々高まっています。加えて、在宅療養

者の医療処置が複雑化していることから、今後のスタッフの充実、町村等との連携が一層必

要となってくることが予想されています。同様にリハビリテーションについても、木曽地域

唯一のリハビリテーション提供医療施設として責務を担うことを期待されており、質、量と

もに更なる改善が必要であり、人的・設備的拡充が必要です。 
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 地域的な困難性に加え、全国的な医師・看護師の偏在化傾向もあり、医師や看護師などの

医療スタッフの確保は深刻化しています。当院でも、看護師採用担当を設置し、就職ガイダ

ンスへの参加、県外を含めた看護学校訪問等、あらゆる機会を捉えて看護師確保に努めてい

ますが、安定確保に資する抜本的な中長期的対策が必要な状況であると認識しています。 

 

 

【業務実績の概要】 

〈経営指標〉 

１ 木曽病院 

項 目 区分 実績 前年度 対前年度比 年度目標 対目標比 

延患者数 

入 院 65,924人 76,437 人 86.2％ 75,000 人 87.9％ 

外 来 140,149人 141,170人 99.3％ 142,000人 98.7％ 

合 計 206,073人 217,607人 94.7％ 217,000人 95.0％ 

コメント 
入院患者数は、ＤＰＣ導入による平均在院日数の減尐、人口減尐

等により前年度を下回りました。外来患者数は前年度並みでした。 

１人１日 

当たり 

診療単価 

入 院 32,027円 28,972 円 110.5％ 29,261 円 109.5％ 

外 来 9,386円 8,961 円 104.7％ 8,739 円 107.4％ 

コメント 
１人当たり診療単価は、平均在院日数の減尐、診療報酬改定等に 

より前年度を上回りました。 

医業収益 

入 院 
2,111,327 

千円 

2,214,505 

千円 
95.3％ 

2,194,579 

千円 
96.2％ 

外 来 
1,315,506 

千円 

1,265,053 

千円 
104.0％ 

1,240,555 

千円 
106.0％ 

合 計 
3,426,833 

千円 

3,479,558 

千円 
98.5％ 

3,435,134 

千円 
99.8％ 

コメント 
１人当たり診療単価の上昇により、入院は患者数減尐ほどの減尐

は見られず、外来は、前年度を上回りました。 

平均在院 

日数 

 14.9日 16.0 日  日  

コメント ＤＰＣ導入等により、前年度と比べ短くなりました。 

病床利用率 

 69.7％ 80.9％  79.3％  

コメント 
ＤＰＣ導入に伴う平均在院日数の短縮のため病床利用率が低下

しました。 

 

２ 木曽介護老人保健施設  

項 目 区分 実績 前年度 対前年度比 年度目標 対目標比 

利用者数 

入所者 17,110人 16,840 人 101.6％ 17,155人 99.7％ 

通所者 1,036人 1,058 人 97.9％ 1,215 人 85.3％ 

コメント 入所者は、前年度比 270名の増、通所は前年並みでした。 

 

 

【特記事項】 

 

（ア） 地域医療、高度・専門医療の提供 

・ 救急告示医療機関、災害拠点病院、へき地医療拠点病院等の指定を受け、地域の医療需 

要に応じた医療サービスの提供を行っています。 

・ 時間外における救急車による搬送受入れ件数は、684件で前年度を 17 件上回りました。 
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・ 木曽病院では、ＤＭＡＴを２チーム（医師２名、看護師５名、調整員３名）編成し、県 

総合防災訓練に積極的に参加しています。 

・ 東日本大震災では、平成 23年３月 11～14日の間、ＤＭＡＴを直ちに被災地に派遣しま 

した。 

・ へき地医療としては、毎月第２・第４木曜日に上松町の台地区及び才児地区へ巡回診療 

を実施しています。 

・ 訪問看護、訪問リハビリについては、訪問看護師を 1 名増員するとともに、一部のリハ

ビリスタッフについて、院内リハビリから訪問リハビリへウエイトを移したことにより、

訪問件数が、前年度を大きく上回ることとなりました。（訪問看護：2,644→3,282件、訪

問リハビリ：954→1,073 件） 

・ 更に、ＭＲＩの更新や、認定看護師の養成（２名 がん化学療法看護、がん性疼痛看護）

など、高度・専門医療の提供体制の強化に努めました。 

・ 森林セラピーの普及拡大を図るため、ＮＰＯ法人森林セラピーソサエティの発行する刊

行物へ当院セラピードッグの内容を寄稿したり、松本秀峰中等教育学校の生徒の受け入

れを行いました。 

 

（イ） ５病院のネットワークを活用した医療の提供及び地域医療への貢献 

・ 週１日こども病院への眼科医師の派遣や、診療放射線技師の派遣等の職員派遣依頼に積 

極的に対応しました。 

  ・ 引き続き、毎月２回、上松町からの要請に基づき、同町において巡回診療を実施しまし 

た。 

  ・ 町村関係者や保健福祉医療関係者が集う「病院・保健福祉関係者会議」（隔月１回）や、 

   「病院・町村地域包括支援センター担当者会議」（同上） 、「木曽脳卒中研究会」（年１ 

回）等を開催し、地域の関係機関との連携を図っています。 

 

（ウ） 安全・安心な医療の提供 

  ・ 地域の関係機関との連携 

  木曽病院運営協議会、木曽病院モニター会議、病院・保健福祉関係者連絡会議等を 

定期的に開催し、地域の関係機関と連携を図っています。 

  ・ 地域向け研修会の開催 

認定看護師による無料研修会や、地域へ出向いての研修会等の開催により、木曽病 

院が核になり、情報を発信し、地域全体のレベル向上に努めています。 

  ・ 患者の満足度向上へ向けた取組 

  患者満足度調査、待ち時間調査等を実施し、患者サービスの向上に努めています。 

 

（エ） 人材の育成・確保 

・ 松本短期大学の特別講義（１回）及び看護協会主催の研修会（３回）へ講師として認定 

看護師等の派遣を行い、医療を担う人材の育成に貢献しています。 

・ 木曽看護専門学校への講師の派遣や、同校の実習生の受入れ（１学年 19 名、２学年 20 

名）等を行うことにより人材育成・確保につながるよう努めています。 

 

（オ） 医療に関する調査研究 

・ 院内臨床研究として信州大学医学部と共同で、「抗凝固薬・抗血小板薬を服用中の患者

に対する上部消化管内視鏡下鉗子生検の前向き試験」を実施しました。 

・ 森林セラピーに合わせストレスマーカー測定を企業と連携して実施しました。 

 

（カ）業務運営の改善・効率化 

  ・ 今年度からＤＰＣを導入しましたので、今後、院内の体制整備を図り、当院の疾病・患 

者動向等の把握・分析を行っていくこととしています。 
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（５）こども病院     

 

【理 念】 

 

  「わたし達は、未来を担うこども達のために、質が高く、安全な医療を行います。」 

 

 

【基本方針】 

 

 １ こどもと家族の権利の尊重 

 ２ 療育環境の充実 

 ３ チーム医療の実践 

 ４ 医療従事者の育成 

 ５ 健全な病院経営 

 

 

【総 括】 

 

 こども病院は、長野県唯一のこども専門の病院として平成５年に開設され、一般の医療機関で

は対応が困難な高度な小児医療の中核病院、県の総合周産期母子医療センターとしての機能を担

っています。 

  

（医療機能の向上） 

 救急医療体制については、県の小児高度救急医療及び地域小児救急の後方支援機能を更に発揮

するため、平成 23年２月には、新たに救急専用処置室を整備するとともに、24時間の救急担当

医配置など院内体制を充実しました。 

 

県立病院間の診療協力体制の充実強化を図るため、また、こども病院の専門医療を他の県立病

院でも活用するために、９月から月１回、須坂病院での出張診療を開始しました。その他、県内

の他の医療機関を支援するため、要請に基づく小児科医等の診療応援や後期研修医による研修派

遣診療を積極的に行いました。こうした取り組みにより、こども病院が持つ人的資源の県内での

活用の拡大を図ることができました。 

 

また、県の「小児長期入院児等支援事業」により配置された在宅支援コーディネーターと連携

し、各地域の支援連絡会に随時参加し、患者さんの実情等を説明するなど、地域移行・在宅移行

支援の促進に努めました。 

 

一般の医療機関では対応が困難な小児の重症患者を全県から受け入れるドクターカーについては、

県内医療機関の認知度が高まったことなどにより、年々出動回数が増加しています。 

 

患者さんの感染防止と待ち時間の短縮のため、外来・入院動線を見直し、採血・身体計測を集

約化するとともに、当日入院受付の設置や診療案内を作成するなど、効率的な医療の提供と患者

サービスの向上に取り組みました。 

 

医療機器については、安全で質の高い医療の確保のために、老朽化した機器等を中心に積極的

に更新を行いました。８月には手術室ＩＣＵモニタリングシステムを導入しました。 
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（経営面における取組） 

 平成 22年度は、４月の診療報酬改定、９月の病院機能評価（Ver．6.0）の更新、電子カルテ

の本格稼働と節目の重要な業務が上半期に集中しましたが、院長のリーダーシップの下、一つひ

とつ確実に取り組むことができました。 

 特に、９月には電子カルテを本格稼働させるとともに、医療情報管理室の設置（５月）・医療

事務作業補助者の増員（７名）を行い、電子カルテの円滑な導入と医療情報の一元化に取り組み

ました。 

 

 地方独立行政法人の経営の自由度を生かした初年度の取り組みとして、診療情報管理士や薬剤

師の中途採用を行い、医療の質の確保に向けた取り組みに着手することができました。 

 

 収益面では、平成 20年度の小児医療へ重点配分された診療報酬改定に続き、平成 22年度も小

児・新生児医療へ傾斜した診療報酬改定がされました。しかしながら、患者数は微減し、疾病構

造も変化しているため、診療報酬改定の効果が経営面にどれだけ寄与しているかどうかの検証は

難しいのが実情です。 

なお、平成 20 年度の診療報酬改定で重点改定され、医師の業務軽減の具体的取り組み並びに

一定以上の救急入院患者確保に関する小児入院医療管理料の施設基準が、平成 22 年度の改定で

より条件が強化されました。 

この施設基準は、当院の医業収益の向上に大きな影響を与えるため、平成 22 年度は、医師事

務作業補助者の採用など、新たな院内体制の構築に積極的に取り組みました。 

その結果、この施設基準を維持できることとなりましたが、今後とも、医師事務作業補助者の

効率的な活用による医師の業務軽減や、必要な救急入院患者の受け入れによる収益確保など健全

経営に努めてまいります。  

 

（地域への貢献及び連携） 

こども病院では地域住民、趣味の会、慈善団体等幅広いボランティア団体 28 団体が、院内で

活動していただいており、いずれも病院機能にとって欠かせないものとなっています。 

また、市町村代表、地元自治会代表、地元他病院、医師会等の委員で構成される病院運営協議

会を年２回実施し、病院運営に関する地域意見の反映に努めています。 

 

長期入院患者の在宅移行については、県から配置された在宅支援コーディネーターと連携し、

県内各地の在宅推進地域連絡協議会の設立支援を行うとともに、各地域の支援連絡協議会に参加

し、患者さんの実情等の説明を行いました。 

 

このほか、安曇野市、医師会との共催による市民健康公開講座、地方独立行政法人化記念シン

ポジウム、小児の地域リハビリテーションを担う保健師・保育士等関係者の知識、技術向上のため

の研修会の開催など、地域に病院をアピールし、病院運営に対する地域の理解、協力が得られる

よう取り組みました。 

 

（今後取り組むべき事項） 

 当院開院以来多くの関係者や県内医療機関の取り組みにより、新生児乳児死亡率が大幅に改善

されました。しかし、救命後の長期入院患者の在宅移行の支援体制や、先進国の中でも芳しくな

い４歳以下の小児の死亡率改善のための、さらなる小児救急医療体制の整備が必要です。 

このため、平成 21年２月、第二病棟を在宅移行支援病棟とし、長期入院児の在宅支援体制の 

強化を図りました。さらに、平成 22 年４月からは、県から配置された長期入院児等支援コーデ

イネーターと密接に連携するなど、地域移行・在宅移行支援を積極的に進めています。今後は、

県下各地域での受け入れ体制の整備と合わせ当院との有機的連携体制の構築が課題です。 

 なお、小児救急医療体制については、平成 23 年度においてさらなる院内体制の見直しを進め

ます。 
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電子カルテについては、診療の効率化、データに基づく適切・安全な医療の確保に繋がるよう、

円滑な運用に努めていきます。 

 

 また、こども病院の行っている高度で専門的な医療の内容については、県民はもとより県内の

医療機関にさえ、まだ十分認知されていないので、今後、市民公開講座の実施や広報活動のさら

なる充実を図るなど、こども病院の認知度を高める方策を検討する必要があります。 

 

 

【業務実績の概要】 

〈経営指標〉 

項 目 区分 実績 前年度 対前年度比 年度目標 対目標比 

延患者数 

入 院 49,073人 49,430 人 99.3％ 52,007 人 94.4％ 

外 来 51,024人 52,475 人 97.2％ 53,621 人 95.2％ 

合 計 100,097人 101,905人 98.2％ 105,628人 94.8％ 

コメント 

入院は一部の診療科で前年度を大きく下回りましたが、病病連携

への取り組み、長期入院患者の増などにより、ほぼ前年並みとなり

ました。 

外来は 22 年８月までは前年度並でしたが、９月以降前年度を下

回り推移した結果、2.8％の減となりました。 

１人１日 

当たり 

診療単価 

入 院 82,875円 83,654 円 99.1％ 82,141 円 100.9％ 

外 来 13,538円 12,665 円 106.9％ 10,514 円 128.8％ 

コメント 

入院は医師事務作業補助体制加算、急性期看護補助体制加算など

新たに８施設基準を取得し増収に取り組みましたが、手術件数や注

射料の減により 0.9％の減となりました。 

外来は指導料、注射料などの増により 6.9％の増となりました。 

医業収益 

入 院 
4,066,940 

千円 

4,135,034 

千円 

98.4 

％ 

4,271,888 

千円 

95.2 

％ 

外 来 
690,772 

千円 

664,621 

千円 

103.9 

％ 

563,653 

千円 

122.6 

％ 

合 計 
4,757,712 

千円 

4,799,655 

千円 

99.1 

％ 

4,835,541 

千円 

98.4 

％ 

コメント 

入院は新たな施設基準の取得などにより入院料は増加したもの

の、手術・麻酔料などの減が影響し 1．6％の減となりました。 

外来は患者数は減尐したものの、一人当たり診療単価が増加した

結果、3.9％の増となりました。 

平均在院 

日数 

 16.6日 16.7 日 99.4％ 16.0 日 103.8％ 

コメント 疾病構造等に大きな変化はなく、ほぼ前年度並みでした。 

病床利用率 
 82.5％ 83.1％ 99.3％ 86.3％ 95.6％ 

コメント 入院患者の減により前年度を下回りました。 

 

 

【特記事項】 

 

（ア） 地域医療、高度・専門医療の提供 

・須坂病院への出張診療（小児発達外来）を開始し、県立病院間の診療協力体制の充実強化

を図りました。（９月から月１回） 
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・ 他の医療機関の要請に基づく小児科医等による診療応援を次のとおり実施し、他の医療

機関の支援を行いました。（循環器、形成、整形、小児外科、神経、リハビリ等 計 4１回）    

・ 後期研修医による研修派遣診療（須坂病院、岡谷病院） 各病院 週２日派遣診療 

・ 東日本大地震に係る長野県医療救護班として、宮城県石巻市へ職員（医師１名、看護師 

２名、事務１名）を派遣しました。（平成 23 年３月 20～23日） 

 

（イ） ５病院のネットワークを活用した医療の提供及び地域医療への貢献 

（ア）に同じ  

 

（ウ）安全・安心な医療の提供 

  ・ 医療の質と安全を確保推進するため「医療機能評価 Ver.６」を受審し、認定されました。 

                           （９月実施、11 月５日認定） 

（エ）人材の育成・確保 

・ 法人研修センターこども病院分室を開設し、こども病院の人的物的医療資源を活用した

以下の事業を展開し、小児医療人の育成に努めました。 

     後期研修医受入：10名（平成 23 年３月 31日） 

     後期研修医臨床研修会の実施（毎週木曜日：院内外専門講師による臨床研修講座） 

信州若手医師カンファレンスの共催（７月１0日：こども病院：参加者：88名）  

  ・ 先進的な医療環境を学ぶための海外視察団の派遣（３月） 

     韓国ソウル市アサンメディカルセンターへ職員 10 名（医師４名、看護師３名、医療 

    技術部３名）を派遣しました。 

  ・ 臨床医学研究助成制度の創設（平成 23年２月） 

     院内で各職種の職員が行う自主的な研究に対し病院が助成し、職員の意欲の向上、専 

    門的知識・技術の向上を図ることとしました。 

  ・ プロパー職員の院外長期研修派遣（平成 23年２月～） 

     機構の若手職員の人材育成の一環として、事務のプロパー職員を 14か月の予定で信 

    州大学付属病院の医事課に研修のために派遣しました。 

 

（オ）医療に関する調査研究 

  ・ 治験及び国の科学研究費助成事業の実施  

     治験：34件（前年度に比べて４件増加） 

     厚生労働科学研究費補助：２件  

     育成医療研究開発費：２件    

 

（カ）業務運営の改善・効率化 

  ・ 病院の管理運営体制を強化するため病院長補佐制度（医師）を導入しました。 

     特命事項担当として常時管理会議に出席し情勢報告（研修、医療情報電子カルテ等） 

を行い、情報の共有化が図られました。  

・ 院内医療情報の一元管理のため医療情報管理室を設置しました。（５月） 

   電子カルテの運用にあわせ専従職員（医師）を配置し、体制強化を図りました。 

   このため、新たに配属した医療クラークの効率的活用が図られました。 

・ 医療情報の分析を通した経営改善を目指し、新たに診療情報管理士を採用しました。 

（５月） 

   電子カルテ稼働前はその準備に、電子カルテ稼働後は医療情報を活用した経営指標 

  の作成、適切な診療報酬確保などに取り組みました。 

・ 電子カルテの本格稼働(９月) 

医療の質の向上と更なる安全の確保に向けて、職員が一丸となって取り組みました。 
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・ 業務効率向上と安全確保のため、中央採血室を設置しました。（７月） 

・ 更に利用されやすい病院を目指し、患者動線の見直し、救急当直体制の見直しを行いま 

した。（12月） 
・ 県下の小児救急の確実な後方支援機能確保 

一般の医療機関では対応が困難な小児の重症患者を全県から受け入れるため、引き続き

ドクターカーを配備し緊急時の対応に備えました。(年間 379 回出動) 

救急専用処置室を整備しました。（平成 23年２月） 

・ 「診療のご案内」の作成、配布（12月） 

病院の利用促進による増収を図るため、当院の各診療科の体制、診療内容などをま 

とめた冊子を 500 部作成し、関係医療機関に配布しました。 

・ 増収、節減策に関する職員提案の募集（平成 23年２～３月） 

「こうしたら増収できる」「これを整理したら節減できる」をスローガンに、院内の 

全職員を対象に具体策の提案を募集しました。 

・ 経営企画室の常設化(７月) 

医事情報と経営情報の分析を行い、病院経営に反映させるため、院長補佐、診療情報 

管理士、医事・財務担当等をメンバーとする経営企画室を設置しました。 

・ 厚生労働省関東信越厚生局による個別指導（平成 23年１月 14日） 

診療内容及び診療報酬請求に関して指導が行われ、今後に向けた改善を行いました。 

 


